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一
、
は
じ
め
に

　

二
〇
一
七
年
六
月
、
イ
タ
リ
ア
銀
行
部
門
で
資
産
規
模

が
第
三
位
の
銀
行
（
モ
ン
テ
・
デ
ィ
・
パ
ス
キ
・
デ
ィ
・

シ
エ
ナ
）
と
地
方
銀
行
二
行
（
バ
ン
カ
・
ポ
ポ
ラ
ー
レ
・

デ
ィ
・
ビ
チ
ェ
ン
ツ
ァ
、
ベ
ネ
ト
・
バ
ン
カ
）
の
救
済
・

清
算
に
道
筋
が
つ
き
、
同
国
で
長
ら
く
懸
案
と
さ
れ
て
き

た
不
良
債
権
処
理
が
前
進
し
始
め
た
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
三
行
の
救
済
・
破
綻
処
理
事
例
を
紹

介
す
る
と
と
も
に
、
Ｅ
Ｕ
で
整
備
さ
れ
た
単
一
破
綻
処
理

制
度
と
の
関
わ
り
に
も
触
れ
、
本
事
例
の
問
題
点
を
指
摘

す
る
。二�

、
イ
タ
リ
ア
銀
行
部
門
に
お
け
る
不

良
債
権
の
概
要

　

イ
タ
リ
ア
銀
行
（
中
央
銀
行
）
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
七

年
第
２
四
半
期
末
の
同
国
銀
行
部
門
の
総
貸
出
残
高
は
一

兆
九
七
九
〇
億
ユ
ー
ロ
（
約
二
六
九
兆
円
）
で
、
こ
の
う

ち
Ｅ
Ｃ
Ｂ
が
直
接
監
督
す
る
大
銀
行
が
一
兆
四
七
八
〇
億

ユ
ー
ロ
、
そ
の
他
の
銀
行
が
三
一
三
〇
億
ユ
ー
ロ
を
保
有

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
不
良
債
権
処
理

―
モ
ン
テ
・
パ
ス
キ
、
ほ
か
二
行
の
事
例
―

髙　

橋　

和　

也
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し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
不
良
債
権
は
三
二
四
〇
億
ユ
ー
ロ

（
約
四
四
兆
円
）、
不
良
債
権
比
率
は
一
六
・
四
％
に
及

び
、
ユ
ー
ロ
圏
全
体
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
二
割
近
く
に
相
当
す
る

額
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
依
然
と
し
て
高
水
準
で
は
あ
る

も
の
の
、
二
〇
一
六
年
末
か
ら
の
半
年
間
で
二
五
〇
億

ユ
ー
ロ
（
約
三
・
四
兆
円
）
減
少
し
て
お
り
、
二
〇
一
六

年
の
減
少
額
一
一
〇
億
ユ
ー
ロ
に
比
べ
て
不
良
債
権
処
理

が
加
速
し
て
い
る
兆
し
も
あ
る
（
図
表
１
）。

　

不
良
債
権
の
新
規
発
生
率
に
つ
い
て
も
、
近
年
は
減
少

傾
向
に
あ
る
。
家
計
向
け
で
は
二
〇
一
二
年
第
１
四
半
期

の
三
・
四
％
か
ら
二
〇
一
七
年
第
３
四
半
期
に
一
・
二
％

へ
と
低
下
し
た
。
よ
り
深
刻
で
は
あ
る
が
企
業
向
け
で
も

二
〇
一
三
年
第
４
四
半
期
に
九
・
八
％
を
記
録
し
た
あ
と

二
〇
一
七
年
第
３
四
半
期
に
は
二
・
六
％
ま
で
改
善
し
て

い
る
。

　

こ
こ
で
用
い
て
い
る
図
表
１
の
「
不
良
債
権
（N

on-

perform
ing�loans

）」
と
は
Ｅ
Ｕ
基
準
で
イ
タ
リ
ア
中

銀
が
算
出
し
た
も
の
を
指
す
。
た
だ
し
そ
の
サ
ブ
・
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
は
イ
タ
リ
ア
中
銀
が
独
自
に
分
類
し
た

も
の
で
あ
る
。「
破
綻
債
権
（Bad�loans

）」
は
破
綻
ま

た
は
そ
れ
に
極
め
て
近
い
状
況
に
あ
る
貸
出
先
へ
の
債

権
、「
そ
の
他
」
は
、
①
元
利
金
の
支
払
が
九
〇
日
以
上

延
滞
し
て
い
る
債
権
（Past-due�by�m

ore�than�90�

days

）、
②
元
利
金
の
回
収
が
一
部
し
か
見
込
め
な
い
可

能
性
が
高
い
債
権
（U

nlikely�to�pay�loans

）
を
筆
者

が
合
計
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

イ
タ
リ
ア
の
不
良
債
権
の
問
題
点
の
一
つ
と
し
て
は
、

①
と
②
を
合
計
し
た
「
そ
の
他
」
不
良
債
権
よ
り
も
「
破

綻
債
権
」
の
方
が
一
〇
・
四
％
と
比
率
が
高
い
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
よ
う
。
仮
に
経
済
が
上
向
い
た
と
し
て
も
不
良
債

権
か
ら
正
常
債
権
に
復
帰
す
る
も
の
は
限
定
的
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
良
債
権
を
抱
え
る

銀
行
は
そ
の
処
理
を
債
権
売
却
や
債
権
放
棄
を
通
じ
て
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
タ
リ
ア
中
銀
が
発
行
す
る
金
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融
安
定
レ
ポ
ー
ト
に
よ
る
と
、
二
〇
一
七
年
は
第
３
四
半

期
末
ま
で
に
約
二
六
〇
億
ユ
ー
ロ
の
破
綻
債
権
が
売
却
ま

た
は
放
棄
さ
れ
、
二
〇
一
六
年
末
の
破
綻
債
権
残
高
の

八
％
が
処
理
さ
れ
た
と
成
果
を
強
調
す
る
が
、
他
の
Ｅ
Ｕ

諸
国
と
比
べ
て
依
然
と
し
て
高
水
準
で
あ
る
こ
と
に
変
わ

り
は
な
い
。

三�

、
二
〇
一
七
年
六
月
に
決
定
し
た
三

行
の
破
綻
処
理
決
定
に
至
る
経
緯

　

二
〇
一
七
年
六
月
、
か
ね
て
か
ら
問
題
視
さ
れ
て
い
た

資
産
規
模
第
三
位
の
銀
行
モ
ン
テ
・
デ
ィ
・
パ
ス
キ
・

デ
ィ
・
シ
エ
ナ
（
以
下
、
モ
ン
テ
・
パ
ス
キ
）
と
地
方
銀

行
二
行
の
破
綻
処
理
方
法
に
つ
い
て
、
イ
タ
リ
ア
政
府
と

Ｅ
Ｕ
の
行
政
機
関
で
あ
る
欧
州
委
員
会
が
合
意
し
た
と
相

次
い
で
発
表
さ
れ
た
。
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
経
緯
に
つ
い
て

述
べ
て
お
く
。

図表１　イタリア銀行部門の不良債権
引当前残高

（億ユーロ）
引当比率
（％）

引当後残高
（億ユーロ）

不良債権比率
（引当前、％）

2015 2016 2017Q2 2015 2016 2017Q2 2015 2016 2017Q2 2015 2016 2017Q2

貸出
債権 19,900 20,170 19,790 8.8 9.3 6.3 18,149 18,294 18,543 － － －

うち
不良債権 3,600 3,490 3,240 45.4 50.6 53.6 1,966 1,724 1,503 18.1 17.3 16.4

破綻
債権 2,100 2,150 2,050 58.7 62.3 65.6 867 811 705 10.6 10.7 10.4

その他
（注） 1,500 1,340 1,190 26.7 31.8 32.8 1,100 914 800 7.5 6.6 6.0

（注）�　「不良債権」は EU 基準に依り、そのサブ・カテゴリーはイタリア中銀による分類。「破綻債
権」は破綻またはそれに極めて近い状況にある貸出先への債権、「その他」は、元利金の支払が
90日以上延滞している債権、元利金の一部しか返済されない可能性の高い債権の合計。

〔出所〕�　イタリア銀行（中央銀行）統計より筆者作成。
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⑴
　
モ
ン
テ
・
パ
ス
キ
へ
の
資
本
注
入

　

モ
ン
テ
・
パ
ス
キ
は
、
同
国
一
位
の
ウ
ニ
ク
レ
デ
ィ

ト
、
二
位
の
イ
ン
テ
ー
ザ
・
サ
ン
パ
オ
ロ
に
比
べ
れ
ば
規

模
で
は
大
き
く
水
を
あ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
現
存
す

る
世
界
最
古
の
銀
行
と
し
て
の
歴
史
を
持
つ
。
欧
州
債
務

危
機
以
降
は
損
失
計
上
が
続
き
、
二
〇
一
六
年
末
に
自
力

再
生
の
た
め
の
大
型
増
資
を
試
み
た
が
失
敗
し
て
公
的
支

援
を
要
請
し
て
い
た
。
イ
タ
リ
ア
政
府
は
、
二
〇
一
七
年

二
月
に
モ
ン
テ
・
パ
ス
キ
を
含
め
銀
行
再
編
の
た
め
、
問

題
行
に
最
大
二
〇
〇
億
ユ
ー
ロ
（
約
二
・
七
兆
円
）
を
注

入
す
る
法
案
を
可
決
し
た
。
し
か
し
、
債
務
危
機
以
降
、

Ｅ
Ｕ
お
よ
び
ユ
ー
ロ
圏
に
は
一
元
的
な
破
綻
処
理
を
担
う

こ
と
を
定
め
た
銀
行
再
建
破
綻
処
理
指
令
（
Ｂ
Ｒ
Ｒ
Ｄ
）

や
単
一
破
綻
処
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
Ｓ
Ｒ
Ｍ
）
が
成
立
し
て

お
り
、
イ
タ
リ
ア
政
府
に
よ
る
公
的
支
援
を
欧
州
委
員
会

が
認
め
る
か
ど
う
か
調
整
が
続
け
ら
れ
て
い
た
。

　

二
〇
一
七
年
六
月
一
日
、
欧
州
委
員
会
は
Ｂ
Ｒ
Ｒ
Ｄ
、

Ｓ
Ｒ
Ｍ
の
例
外
規
定
を
適
用
し
、「
支
払
能
力
は
あ
る
が

事
業
継
続
の
た
め
と
し
て
公
的
資
金
」
に
よ
る
「
予
防
的

な
資
本
増
強
」
を
認
め
る
こ
と
で
、
イ
タ
リ
ア
政
府
と
大

筋
合
意
し
た
と
公
表
さ
れ
た
。
七
月
に
は
政
府
か
ら
五
四

億
ユ
ー
ロ
（
約
七
三
〇
〇
億
円
）
の
資
金
注
入
を
受
け
る

計
画
が
欧
州
委
員
会
か
ら
正
式
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。

　

投
資
家
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
株
主
お
よ
び
劣
後
債
保

有
者
は
損
失
負
担
（
ベ
イ
ル
イ
ン
）
の
対
象
と
な
っ
た

が
、
シ
ニ
ア
債
は
保
護
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、

十
分
な
説
明
が
お
こ
な
わ
れ
な
い
不
正
販
売
で
劣
後
債
を

購
入
し
た
個
人
投
資
家
は
、
公
的
支
援
を
受
け
た
当
該
銀

行
か
ら
補
償
を
受
け
ら
れ
る
と
い
う
あ
る
種
の
抜
け
道
が

認
め
ら
れ
た
。

⑵
　
地
銀
二
行
の
破
綻
処
理

　

二
〇
一
七
年
六
月
二
三
日
、
Ｅ
Ｕ
の
単
一
破
綻
処
理
理

事
会
（
Ｓ
Ｒ
Ｂ
）
は
、
イ
タ
リ
ア
政
府
が
国
内
法
の
下
で
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中
堅
銀
行
バ
ン
カ
・
ポ
ポ
ラ
ー
レ
・
デ
ィ
・
ビ
チ
ェ
ン

ツ
ァ
と
ベ
ネ
チ
ア
を
基
盤
と
す
る
地
銀
ベ
ネ
ト
・
バ
ン
カ

の
破
綻
処
理
を
行
う
こ
と
を
認
め
た
。
こ
れ
を
受
け
て
二

五
日
、
イ
タ
リ
ア
政
府
は
二
行
の
破
綻
処
理
策
を
閣
議
決

定
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
二
行
を
優
良
資
産
（
グ
ッ
ド
・
バ
ン

ク
）
と
不
良
資
産
（
バ
ッ
ド
・
バ
ン
ク
）
に
分
け
る
手
法

が
採
ら
れ
た
。
二
行
の
グ
ッ
ド
・
バ
ン
ク
は
、
同
国
二
位

の
イ
ン
テ
ー
ザ
・
サ
ン
パ
オ
ロ
が
自
行
の
財
務
に
悪
影
響

が
で
な
い
こ
と
を
条
件
に
一
ユ
ー
ロ
で
取
得
し
、
政
府
が

イ
ン
テ
ー
ザ
に
五
二
億
ユ
ー
ロ
を
支
払
う
こ
と
と
な
っ

た
。
バ
ッ
ド
・
バ
ン
ク
は
政
府
が
処
理
す
る
が
、
将
来
損

失
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
て
、
一
二
〇
億
ユ
ー
ロ
（
約

一
・
六
兆
円
）
の
政
府
保
証
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。

　

投
資
家
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
預
金
、
シ
ニ
ア
債
は
保

護
さ
れ
る
一
方
、
株
式
、
劣
後
債
は
ベ
イ
ル
イ
ン
の
対
象

と
な
っ
た
が
、
モ
ン
テ
・
パ
ス
キ
の
事
例
と
同
様
に
不
正

販
売
で
劣
後
債
を
購
入
し
た
個
人
投
資
家
は
補
償
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

四�

、
三
行
の
救
済
・
破
綻
処
理
に
お
け

る
問
題
点

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
Ｅ
Ｕ
お
よ
び
ユ
ー
ロ
圏
で
は
、
金

融
危
機
以
降
、
域
内
の
破
綻
処
理
円
滑
化
の
た
め
の
制
度

作
り
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
銀
行
再
建
破
綻
処
理
指
令

（
Ｂ
Ｒ
Ｒ
Ｄ
）
は
、
Ｅ
Ｕ
の
全
加
盟
国
を
対
象
に
破
綻
処

理
制
度
の
調
和
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
単
一
破
綻
処
理
メ

カ
ニ
ズ
ム
（
Ｓ
Ｒ
Ｍ
）
は
ユ
ー
ロ
圏
を
対
象
に
破
綻
処
理

制
度
の
単
一
化
を
図
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
ほ

と
ん
ど
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
両
制
度
は
、
金
融
機
関
の

救
済
・
破
綻
処
理
時
に
公
的
資
金
の
使
用
を
で
き
る
だ
け

最
小
化
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
手
段
と



112―　　―

証券レビュー　第58巻第１号

し
て
株
主
・
債
権
者
に
も
損
失
負
担
（
ベ
イ
ル
イ
ン
）
を

求
め
る
も
の
で
あ
る
。
や
や
技
術
的
な
話
と
な
る
が
、
ま

ず
制
度
の
概
要
を
述
べ
て
お
こ
う⑴

。

　

具
体
的
に
は
、
破
綻
処
理
に
と
も
な
う
コ
ス
ト
は
、
①

ベ
イ
ル
イ
ン
適
格
債
務
、
②
破
綻
処
理
基
金
の
利
用
、
③

そ
の
他
の
公
的
資
金
、
の
順
で
負
担
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
特
に
、
③
の
公
的
資
金
の
使
用
に
あ
た
っ
て

は
、
②
の
基
金
の
利
用
が
五
％
に
達
し
、
全
て
の
無
担
保

劣
後
債
の
ベ
イ
ル
イ
ン
が
実
施
さ
れ
た
後
に
の
み
可
能
と

規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
モ
ン
テ
・
パ
ス
キ
に
対
す
る
資
本
注
入
で

は
、
上
記
の
よ
う
な
手
順
を
踏
ん
で
い
な
い
。
こ
れ
は
ベ

イ
ル
イ
ン
を
適
用
す
る
た
め
に
当
該
銀
行
を
「
破
綻
ま
た

は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
」
と
認
定
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
と
関
係
が
あ
る
。「
破
綻
ま
た
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ

る
場
合
」
の
定
義
は
、
⒜
自
己
資
本
比
率
の
一
定
水
準
以

下
へ
の
低
下
、
⒝
債
務
超
過
、
⒞
債
務
不
履
行
、
⒟
次
の

場
合
を
除
く
・
・

公
的
な
資
金
支
援
、
の
四
つ
が
あ
る
。
次
の

場
合
と
は
、
資
産
超
過

・
・
・
・

で
あ
る
（
支
払
い
能
力
の
あ
る
）

金
融
機
関
に
対
す
る
、
ⅰ
中
央
銀
行
に
よ
る
資
金
供
給
へ

の
政
府
の
債
務
保
証
、
ⅱ
新
規
発
行
債
務
へ
の
政
府
保

証
、
ⅲ
市
場
ベ
ー
ス
で
の
価
格
・
条
件
で
の
公
的
資
金
の

注
入
、
の
三
つ
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
支
払
能
力
の
あ
る
銀
行
で
あ
っ
て
も
、
⒟

の
規
定
を
利
用
し
て
ⅰ
か
ら
ⅲ
の
方
法
で
公
的
資
金
供
給

を
お
こ
な
え
る
と
い
う
制
度
設
計
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
規
定
⒟
は
、「
予
防
的
資
本
注
入
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
。

　

モ
ン
テ
・
パ
ス
キ
の
事
例
も
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と

で
、
三
の
⑴
で
述
べ
た
よ
う
に
「
支
払
能
力
は
あ
る
が
事

業
継
続
の
た
め
と
し
て
公
的
資
金
」
に
よ
る
「
予
防
的
資

本
注
入
」
が
認
め
ら
れ
、
他
行
へ
の
売
却
な
ど
を
と
も
な

う
破
綻
処
理
を
免
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で

は
、
ス
ペ
イ
ン
の
大
手
銀
行
バ
ン
コ
・
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ル
・



113―　　―

イタリアにおける不良債権処理

エ
ス
パ
ニ
ョ
ー
ル
が
同
じ
時
期
に
、
Ｂ
Ｒ
Ｒ
Ｄ
の
制
度
の

下
で
流
動
性
不
足
に
よ
る
支
払
い
不
能
状
態
と
認
定
さ

れ
、
ベ
イ
ル
イ
ン
の
末
に
民
間
投
資
家
の
負
担
の
み
で
サ

ン
タ
ン
デ
ー
ル
銀
行
に
売
却
さ
れ
た
事
例
と
は
異
な
る
対

応
が
採
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
イ
タ
リ
ア
の
地
銀
二
行
の
事
例
で
は
、
単
一
破

綻
処
理
理
事
会
（
Ｓ
Ｒ
Ｂ
）
が
二
行
を
シ
ス
テ
ム
上
重
要

な
銀
行
で
は
な
い
と
し
、
イ
タ
リ
ア
国
内
法
で
の
破
綻
処

理
を
認
め
た
が
、
バ
ン
カ
・
ポ
ポ
ラ
ー
レ
・
デ
ィ
・
ビ

チ
ェ
ン
ツ
ァ
と
ベ
ネ
ト
・
バ
ン
カ
は
そ
れ
ぞ
れ
資
産
規
模

で
同
国
一
二
位
と
一
五
位
で
あ
り
、
Ｓ
Ｒ
Ｂ
も
微
妙
な
判

断
を
迫
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
破
綻
処
理
に
と
も
な
っ
て

他
行
へ
売
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
こ
の
二
行

も
モ
ン
テ
・
パ
ス
キ
同
様
に
公
的
資
金
を
用
い
た
清
算
が

認
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
上
記
の
ス
ペ
イ
ン
の
銀
行
破
綻
処

理
の
事
例
と
対
比
さ
れ
よ
う
。

五
、
お
わ
り
に

　

昨
夏
の
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
三
つ
の
銀
行
の
救
済
・
破

綻
処
理
の
事
例
は
、
Ｅ
Ｕ
（
お
よ
び
ユ
ー
ロ
圏
）
に
お
け

る
破
綻
処
理
を
調
和
（
単
一
化
）
し
、
納
税
者
の
負
担
を

無
く
そ
う
と
す
る
Ｂ
Ｒ
Ｒ
Ｄ
の
趣
旨
と
は
相
い
れ
な
い
も

の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
法

案
の
審
議
に
も
関
わ
っ
た
ド
イ
ツ
出
身
の
欧
州
議
会
議
員

な
ど
か
ら
批
判
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
批
判

に
対
し
て
、
イ
タ
リ
ア
の
パ
ド
ア
ン
財
務
相
は
、「
多
く

の
国
が
納
税
者
の
膨
大
な
資
金
を
銀
行
セ
ク
タ
ー
の
安
定

に
投
じ
た
後
に
銀
行
同
盟
は
考
案
さ
れ
た⑵

」
と
反
論
し
て

い
る
。

　

本
稿
で
み
た
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
公
的
資
金
注
入
の
事

例
の
場
合
、
銀
行
の
劣
後
債
を
多
く
の
個
人
投
資
家
が
保

有
し
て
い
る
こ
と
や
、
二
〇
一
五
年
に
小
規
模
行
の
破
綻
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処
理
で
個
人
投
資
家
に
損
害
が
出
た
こ
と
が
政
治
問
題
化

し
て
い
た
と
い
う
イ
タ
リ
ア
国
内
の
特
殊
な
事
情
も
影
響

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る⑶

。
な
ぜ
な
ら
、
イ
タ
リ
ア
国
内

で
左
派
の
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
政
党
「
五
つ
星
運
動
」
が
勢
い

を
増
す
な
か
、
直
前
の
五
月
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
中
道

派
の
マ
ク
ロ
ン
大
統
領
が
誕
生
し
た
と
は
い
え
、
Ｅ
Ｕ
第

四
位
の
経
済
大
国
イ
タ
リ
ア
で
の
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
政
党
の

台
頭
に
欧
州
政
界
全
体
が
警
戒
感
を
高
め
て
い
た
時
期
で

も
あ
っ
た
。
筆
者
は
、
こ
う
し
た
背
景
も
イ
タ
リ
ア
政
府

お
よ
び
Ｅ
Ｕ
が
公
的
資
金
の
注
入
も
や
む
な
し
と
判
断
し

た
こ
と
に
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。

　

今
後
も
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
銀
行
の
破
綻
処
理
に
お
い
て

は
、
Ｂ
Ｒ
Ｒ
Ｄ
に
よ
る
域
内
の
制
度
の
調
和
化
・
単
一
化

と
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
部
分

で
の
難
し
い
制
度
運
用
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
金
融
危
機
直
後
に
Ｂ
Ｒ
Ｒ
Ｄ
を
含
め
た
銀
行
同
盟
が

提
唱
さ
れ
た
頃
を
振
り
返
る
と
、
多
国
間
で
利
用
す
る
制

度
を
構
築
し
、
実
際
に
運
用
す
る
段
階
ま
で
到
達
さ
せ
る

欧
州
政
治
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
感
心
す
る
こ
と
も
ま
た
事
実

で
あ
る
。

※�　

本
稿
の
成
果
の
多
く
は
、
公
益
財
団
法
人
石
井
記
念

証
券
研
究
振
興
財
団
の
研
究
助
成
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
記
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。
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